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計画の達成状況の点検及び評価

第６期障害福祉計画【主な数値目標】
計画の推進体制

　「ＰＤＣＡサイクル」に基づいた計画の進捗管理を図るため、達成状況の点検および評価を行い、必

要に応じて施策・事業の実施に反映します。

　毎年度の進捗状況や課題の把握については、庁内における各種施策・事業の実施状況の確認や、庁内

関係部署や関係機関等との情報の共有を図り、必要に応じて次年度以降の事業の実施に反映していきま

す。

 

指 標 
2019 年度 

（令和元年度）実績 

2023 年度 

（令和５年度）目標 

（1）福祉施設入所者の地域生活への移行 

施設入所者の地域生活への移行者数  2 人 

施設入所者数 24 人 23 人 

（2）地域生活支援拠点等が有する機能の充実 

地域生活支援拠点等の整備数 無 1 か所 

（3）福祉施設から一般就労への移行 

就労移行支援事業等を通じて一般就労に移行する者 3 人 6 人 

 

うち就労移行支援事業を通じて一般就労に移行する者 3 人 4 人 

うち就労継続支援Ａ型事業を通じて一般就労に移行する者 0 人 1 人 

うち就労継続支援Ｂ型事業を通じて一般就労に移行する者 0 人 1 人 

就労移行支援事業等を通じて一般就労に移行する者のうち就労定着支援事業 

を利用する者 
－ 無 

就労定着支援事業の就労定着率  無 

（4）相談支援体制の充実・強化等 

基幹相談支援センター・委託相談支援事業等による地域の相談事業者に対する 
訪問等による専門的な指導・助言や連携会議等の開催（回数／年） 

－ 1 回 

（5）障害福祉サービス等の質の向上を図るための取組に係る体制の構築 

県が実施する障害福祉サービス等に係る研修やその他の研修への参加（人数） － 1 人 

障害自立支援審査支払等システム等による審査結果を分析してその結果を 

活用し、事業所や関係自治体等と共有する体制の会議等の実施（回数） 
－ 1 回 

 

第２期障害児福祉計画【主な数値目標】

１　住民・事業者・地域等との協働の推進

　障がい者団体やボランティアグループ、地域組織、教育

機関、サービス提供事業者、保健・医療機関、NPO 等、様

々な団体との協働体制の強化に取り組み、障がいのある人

にとって暮らしやすいまちづくりの一層の推進を図ります。

２　障がいのある人のニーズの把握

　「高浜町障害者基本計画・第６期障害福祉計画・第２期障害児

福祉計画」は、社会情勢によって変化するニーズを的確に把握し

ながら推進することが必要です。障がいのある人や関係団体と意

見交換を行い、そのニーズの把握に努めます。

指 標 
2019 年度 

（令和元年度）実績 

2023 年度 

（令和５年度）目標 

（1）障がいのある子どもへの支援提供体制の整備等 

児童発達支援センターの設置 無 1 か所 

保育所等訪問支援の充実 有 有 

重症心身障がい児を支援する児童発達支援事業所および 

放課後等デイサービス事業所の確保 
無 1 か所 

医療的ケア児支援のための関係機関の協議の場の設置 無 有 

医療的ケア児支援のためのコーディネーターの配置 無 1 人 

 

地域福祉の基本的な考え方

　自助、共助を基本とする地域
　福祉を進めます。

「自助」「共助」
「公助」の浸透︕

　制度等の「縦割り」や「支え
　手」「受け手」という関係を
　超えて、『我が事』として参
　画し、人と人、人と資源がつ
　ながる社会をめざします。

「地域共生社会」
をめざします︕

　社会福祉協議会を中核とした
　地域福祉活動拠点を整備し、
　安心して利用できる包括的相
　談支援体制をつくります。

安心できる相談支援
体制をつくります︕

自助

共助

公助

　自分や家族でできる
　ことをします。

　自分や家族でできる
　ことをします。

　自分や家族でできる
　ことをします。

１ ２ ３

高浜町がめざす地域福祉ネットワーク

地域のみんなで育てよう　幸せの樹
支え愛・助け愛が実るまち　たかはま

住民を中心に、NPO、ボランティア、各種団体、
自治会・区長会、民生委員・児童委員など、住
民が主体となって課題の解決をめざすネットワ
ークの構築をめざします。
さらに、高浜町役場、高浜町社会福祉協議会、
高浜町地域包支援センター、高浜町子育て世代
包括支援センターなどが町全体を支えるイメー
ジでのネットワークの構築をめざします。

多様な資源で住民を支える地域福祉ネットワーク

第１層

第２層

第３層

要保護児童対策地域協議会（児童福祉）
若狭地区障害児・者自立支援協議会（障がい福祉）

地域ケア会議（高齢者福祉）
生活困窮支援調整会議（生活困窮）

協議体会議（その他）

小学校区見守りネットワーク会議

ご近所見守りネットワーク会議

町全体

小学校区

区・町内

高浜町役場、生活支援コーディネーター
地域包括支援センター職員、社会福祉協議会職員
子育て世代包括支援センター職員、関係機関職員

在宅介護支援センター職員
社会福祉協議会職員（エリア担当）
関係機関職員

区長、民生委員・児童委員
老人家庭相談員、自主防災組織等

＜会議体＞ ＜担い手＞

町全体を対象とする取組みだけ
でなく、小学校区での相談のた
めの専門職員の配置、身近な地
域での見守り・支え合いのため
のご近助見守りネットワーク会
議など、地域を多層的にとらえ
て地域福祉を推進します。

多層的な地域福祉ネットワーク

　地域福祉に関する住民
　の意識の向上に取組み
　ます。

地域福祉への意識
と関心の向上 １

　住民が、多様な形で地域等
　に参加し、関わりを持つこ
　とができるような機会づく
　りに取組みます。

多様な形での
地域参加の促進２

　地域における多様な生活課題
　の解決を支援する活動や各種
　サービスの充実に取組みます。

地域での生活を支え
るサービス等の充実３

　地域住民、関係機関や団体、行
　政が力をあわせて支え合い、助
　け合うことができるネットワー
　クづくりを進めます。

地域の皆で支える
ネットワークの強化４

住民
関係機関・団体
地域・企業
行政

この計画では、右の４つの基本
目標を掲げて、地域福祉を進め
ます。
この計画では、行政だけでなく、
関係機関・団体等による取組み
も明らかにしています。（計画
書には具体的な取組み内容を記
載しています。）

地域福祉計画の基本理念

４つの基本目標

行政の取組みの体系
町では、上記の４つの基本目標に「計画の検証・評価体制のしくみづくり」を加え、以下の体系で行動
計画を掲げています。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

多様な形での地域
参加の促進 ２ 

地域での生活を支え
るサービス等の充実 

地域福祉への意識
と関心の向上 １ 

３ 

４ 地域の皆で支えるネ
ットワークの強化 

計画の検証・評価体
制のしくみづくり ５ 

①福祉に関する教育・啓発活動の推進 
②交流・ふれあいの場づくり 

①住民活動の促進 
②介護事業者や民間企業等の地域活動の参加促進 

①相談体制の充実 
②情報提供の推進 
③各種サービスの充実と質の向上 
④生活困窮者の自立に向けた支援 
⑤権利を守る支援策の充実 
⑥公共交通サービスの充実 
⑦子どもや親子に優しい生活環境の整備 

①見守り体制の構築 
②防犯・防災対策の充実 
③ユニバーサルデザインの推進 
④虐待のないまちづくりの推進 
⑤新しい形での支えあいの構築 

①「地域福祉」に関する普及啓発 
②本計画の進行管理及び進捗状況の確認 


